
第Ⅰ章　 計画の基本的な考え方

１ 　 目的

本計画は、 玉川上水の保存管理の長期的な指針と し て策定し た保存管理計画に基づき 、

素掘り の開渠が多く 残り 特に保全が必要な中流部を 対象に、 今後、 当局が、 関係機関等と

連携し て取り 組むべき 施策を 明ら かにするこ と を 目的と し ます。

２ 　 改定の背景

当局では、 こ れまで、 整備活用計画に基づき 、 法面※2の補強工事、 水路や樹木の適切な

管理を 進める こ と で、 水路及び法面の保全等に努めてき まし た。 また、 名勝「 小金井（ サ

ク ラ ）」※3については、 管理を 行っ ている 東京都教育庁、 地元自治体等と 協働し て保存整備

を 行っ た結果、主に小金井市域において、ヤマザク ラ ※4を 中心と する 並木が形成さ れまし た。

一方、 近年、 ナラ 枯れ、※5台風等によ る 倒木及び枝折れなど、 新し い課題が発生し ている

ほか、 法面及び法肩※6に生育する 樹木の大径木化が進んでいる こ と から 、 倒木及び根系発

達によ る 法面の形状変化への対策が必要と なっ ています。

こ のため、 保存管理計画（ P1 9 ～ 2 0 ） において示さ れている 目標及び「 現状維持を 基

本と し て、 史跡と し ての適切な保存を 図る 」 と いう 基本的な考え方を 前提と し つつ、 整備

活用計画を 改定し まし た。

【 保存管理の目標】

〇　 今日ま で残さ れてき た近世及び近代の「 土木施設・ 遺構」 を 、 良好な状態で将来

に継承する。 ま た、 一部で水道原水導水路と し て活用さ れている 機能が、 適切に維

持さ れる よ う 将来に継承する。

〇　 玉川上水の水辺環境と 一体と なっ た「 ヤマザク ラ 並木の美し い景観」 を、 将来に

継承する 。 また、 憩いの空間と し て国民に親し まれる 場を 将来に継承する。

※2 　 切土や盛土によっ て人工的に造ら れた斜面。 こ こ では、 水路の壁面を指し ます。

※3 　 元文２ （ 1 7 3 7 ） 年、 川崎平右衛門定孝が幕府の命により 小金井橋を中心と する玉川上水両岸に植栽し たと 伝わっ ています。 大正1 3

（ 1 9 2 4 ） 年、 ヤマザク ラ 並木が「 史蹟名勝天然紀念物保存法」（ 大正８ 年法律第4 4 号） 第１ 条の規定に基づき名勝に指定さ れまし た。

※4 　 学名： Cera sus ja ma sa k u ra。 バラ 科サク ラ 属

※5 　 森林病害虫であるカ シノ ナガキク イ ムシがコ ナラ 等の幹に侵入し 「 ナラ 菌」 を増殖さ せるこ と で、 樹木が水を吸い上げる機能を阻害

し て枯死に至ら し める樹木の病気です。

※6 　 法面の最上端
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※7 　 国の史跡に指定さ れている区間（ 約3 0 キロメ ート ル） のう ち 、 中流部には素掘り の開渠が多く 残り 、 オーバーハング状や直壁状の

法面を中心に、 全体にわたり 多く の箇所で崩落の危険性があり ます。 一方、 上流部は現在も 水道原水導水路と し て使用さ れ、 護岸等

の整備が進んでおり 、 下流部は、 暗渠部分が多いため史跡指定区間が短く 、 活用の余地が少ないこ と から 、 中流部を対象区間と し て

設定し まし た。

３ 　 対象期間

令和６ 年度中から 令和1 5 年度までのおおむね1 0 か年と し ます。

４ 　 対象区間

対象区間※7は、 中流部（ 小平監視所から 浅間橋ま での約1 8 キロ メ ート ル。 以下同じ 。）

と し ます。

図− １ 　 計画対象区間の概要

５ 　 施策の体系

本計画では、 表− １ に示す保存管理計画における 保存管理方法の分類に基づき、 玉川上

水を 確実に保存する ための「 保存整備」 と 、 効果的な普及啓発を 具体化する 「 活用整備」

について、 具体的な取組を 整理し ています。
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※8 　 復旧については、文化庁への届出が必要と なり ます（ 区市の教育委員会が窓口）。また、改良については、区市の教育委員会（ 軽微なも の）

又は文化庁（ 軽微なも の以外。 区市の教育委員会が窓口） の許可が必要と なり ます。

※9 　 保存管理計画では、 史跡玉川上水の保存管理の長期的指針を体系的にと り まと めています。

※10 今回の改定では「 保存整備」 及び「 活用整備」 に加え、 ナラ 枯れや台風等による倒木と いっ た新し い課題の発生等を踏まえ 、 維持管

理の視点も 含めた植生管理の方針についても 示すこ と と し まし た。

表− １ 　 保存管理方法の分類と 整備活用計画の関係

玉川上水の保存管理の方法 各計画の対象

分　 類※8 内容（ 保存管理の考え）
保存管理

計画※9

整備活用

計画

維持管理 き 損・ 破損や劣化を 防ぎ、 現状を 維持する 。 ○ ○※1 0

復旧（ 修理） き 損や劣化し た箇所を 、 現状に戻す（ 復旧する ）。 ○

改
　
良

保存整備

史跡・ 名勝の価値に影響を 与えている 要因を 取

り 除く こ と によ り 、 き 損・ 破損・ 劣化を 未然に

防ぐ と と も に、 保存すべき よ り 良好な姿を 取り

戻し て、 価値の向上を 図る 。

○ ○

活用整備
公開活用のため、 よ り 積極的に史跡・ 名勝と し

ての価値の向上につながる 整備を 図る 。
○ ○
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コ ラ ム　 玉川上水の歴史について

玉川上水は、 承応３ （ 1 6 5 4 ） 年、 江戸市中への給水を 目的と し て作ら れた上水で、 羽村

取水口から 四谷大木戸までの約4 3 キロ メ ート ルの素掘り の開渠でし た。 また、 四谷大木戸か

ら 先は地中に埋めら れた配管を 通じ て江戸市中に飲み水の供給を 行っ ていまし た。

明治3 1 年に淀橋浄水場から の給水が開始さ れた後も、 玉川上水は原水を 供給する ための水

路と し て利用さ れま し た。 当時の写真を 見る と 、 草地に覆われた法面の様子のほか、 石積み

や板柵、 コ ン ク リ ート などによ る 護岸の様子も 確認でき ます。

昭和4 0 年に淀橋浄水場が廃止さ れたこ と で小平監視所から 下流は原水導水路と し ての機能

が失われ、 通水も 途絶えまし たが、 昭和6 1 年に清流復活事業が実施さ れた後は、 東京都下水

道局多摩川上流水再生センタ ーの高度処理水が流れる よ う になり まし た。

平成1 5 年、 し ゅ ん工から 3 5 0 年を 迎えた玉川上水は国の史跡に指定さ れまし た。 玉川上水

は今日でも 、江戸・ 東京の発展を 支えた歴史的価値を 有する「 土木施設・ 遺構」 と し て、また「 快

適な水と 緑の空間」 と し て、 多く の人々に親し まれています。

＜昭和1 7 年 野火止用水分水口上流＞
東京都水道歴史館所蔵

＜通水が途絶えた後の水路＞

＜明治期の小金井付近＞
資料提供： 小金井市教育委員会

＜昭和5 9 年度　 清流復活事業に伴う 整備後の水路＞

＜昭和8 年頃 境浄水場付近＞
出典「 境浄水場拡築工事概要」、 東京都水道局、 昭和８ 年３ 月

＜昭和1 6 年 三鷹橋下流＞
東京都水道歴史館所蔵
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